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連絡方法に関する規定 

 

  2011年 12月 1日制定 

2012年 12月 6日改正 

2013年 6月 6日改正 

2013年 12月 5日改正 

 

 

知の市場に係る連絡を円滑かつ適確に行うために、基本的な連絡方法を次の通り定める。 

開講機関、連携機関、知の市場事務局及び友の会事務局は、本規定に基づいて適時適切

に連絡を行う。 

受講者その他の知の市場の関係者は、知の市場ホームページ又は開講機関のホームペー

ジにおける情報の掲示あるいは共通受講システムによる連絡を常時確認することとする。 

 

１．知の市場事務局の連絡方法 

（１） 応募者及び一般市民への連絡並びに情報発信 

① 知の市場事務局は、原則として、知の市場ホームページのお知らせ欄に連絡事項を

掲載することとし、個別の受講者、応募者又は一般市民（以下「受講者等」という。）

に対して電子メール、電話、ＦＡＸなどによる連絡は行わない。 

② 知の市場事務局は、理念、運営体制、過去の活動実績等の情報を知の市場ホームペ

ージの「理念と運営」、「活動実績」又は「資料集」等のウェヴページに掲載し、一

般に公開する。 

③ 知の市場事務局は、毎年度の開講科目に係る情報又は応募に係る情報を知の市場ホ

ームページの「講座の概要」、「開講科目」「応募受講条件」及び「応募方法」等の

ウェヴページに掲載し、一般に公開する。 

（２）開講機関・連携機関・協議会委員・評価委員への連絡 

① 知の市場事務局は、原則として、知の市場ホームページの「開講機関・連携機関用」

ウェヴページのお知らせ欄に連絡事項を掲載することとする。ただし、特段の事情

がある場合には、電子メール又は電話により各機関に連絡を行うことがある。 

② 知の市場事務局は、知の市場の全規定並びに年次大会、協議会及び評価委員会の関

連資料等の各種資料を知の市場ホームページの「開講機関・連携機関用」ウェヴペ

ージに掲載する。 

  ③ 「開講機関・連携機関用」はＩＤ及びパスワードによって閲覧を制限する。 

（３）講師への連絡 

① 知の市場事務局は、原則として、知の市場ホームページの「講師用」ウェヴペー

ジのお知らせ欄に連絡事項を掲載することとする。ただし、特段の事情がある場

合には、電子メール又は電話により各機関に連絡を行うことがある。 

② 知の市場事務局は、知の市場の全規定並びに年次大会、協議会及び評価委員会の

関連資料等の各種資料を知の市場ホームページの「講師用」ウェヴページに掲載

する。 

  ③ 「講師用」はＩＤ及びパスワードによって閲覧を制限する。 
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２．開講機関の連絡方法 

開講機関は、原則として、開講機関の裁量に基づいて受講者等に対して連絡を行う   

こととし、連絡方法に係る取り扱いについては、別途、開講機関が定めて公表するこ

ととする。 

なお受講する科目の開講機関によっては共通受講システムを活用せずに他の方法に

より連絡する場合があるので、受講者は、受講する科目の開講機関の方針を事前に充

分確認した上で適宜対処する。 

 

 

３．知の市場友の会事務局の連絡方法 

① 知の市場事務局は、原則として、知の市場ホームページの「友の会用」ウェヴペ

ージ又は友の会ホームページのお知らせ欄に連絡事項を掲載することとし、電子

メール、電話、ＦＡＸなどによる連絡は行わない。 

② 知の市場ホームページの「友の会用」ウェヴページはＩＤ及びパスワードによっ

て閲覧を制限する。 
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受講者、講師等への連絡方法に関する細則 

－開講機関であるお茶の水女子大学ライフワールド・ウオッチセンター（増田研究室）及び知の市場の例示－ 

 

2013年 12月 5日制定 

  

開講機関であるお茶の水女子大学ライフワールド・ウオッチセンター（増田研究室）及

び知の市場の事務局（以下「ＬＷＷＣ事務局」という。）による受講者、講師等への連絡方

法及び講義資料の掲載については以下の通りとする。 

 

１．受講者への連絡及び一般市民への情報発信 

① ＬＷＷＣ事務局は、原則としてＬＷＷＣホームページのお知らせ欄に連絡事項を

掲載することとし、受講者に対して電子メール、電話、ＦＡＸなどによる連絡は行

わない。 

② ＬＷＷＣ事務局は、理念、運営体制、過去の活動実績等の情報をＬＷＷＣホーム

ページの「理念と運営」、「活動実績」又は「資料集」のウェヴページに掲載し、一

般に公開する。 

③ ＬＷＷＣ事務局は、毎年度の開講科目に係る情報及び応募に係る情報をＬＷＷＣ

ホームページの「講座の概要と開講科目」、「応募受講条件」及び「応募方法」のウ

ェヴページに掲載し、一般に公開する。 

 

２．講師への連絡、情報発信 

① ＬＷＷＣ事務局は、原則として、ＬＷＷＣホームページの「講師用」ウェヴペー

ジのお知らせ欄に連絡事項を掲載することとする。ただし、特段の事情がある場

合には、電子メール又は電話により各機関に連絡を行うことがある。 

② ＬＷＷＣ事務局は、知の市場の全規定並びに年次大会、協議会及び評価委員会の

関連資料等の各種資料をＬＷＷＣホームページの「講師用」ウェヴページに掲載

する。 

  ③ 「講師用」はＩＤ及びパスワードによって閲覧を制限する。 

 

３．友の会への連絡、情報発信 

① ＬＷＷＣ事務局は、原則として、ＬＷＷＣホームページの「友の会用」ウェヴペ

ージ又は友の会ホームページのお知らせ欄に連絡事項を掲載することとし、電子

メール、電話、ＦＡＸなどによる連絡は行わない。 

② ＬＷＷＣホームページの「友の会用」ウェヴページはＩＤ及びパスワードによっ

て閲覧を制限する。 

 

 

 

 

 


